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Abstract 
Kumamoto city located in the middle of the Kyusyu Island, Japan is greatest city which uses groundwater for domestic 

water. There are 4 groundwater areas in Kumamoto prefecture, and the Kumamoto area is the biggest one in those 4 areas. In 

this area, all of domestic water for 1 million populations depends only on groundwater. In addition, this groundwater is used 

to agriculture and industrial too. Moreover, this groundwater is the important resource for supporting development of 

Kumamoto prefecture. However, groundwater level decreased year by year until 2004. It seems that paddy field having high 

ability for groundwater recharge is continuously decreasing. Because of that, Kumamoto city and 4 companies have 

performed the ponding water project on the field in the Middle-Shira River Area since 2004. The ponding water project is to 

keep water in the no rice crop by farmer. In this way, groundwater level is rise up. However, recently, the nitrate nitrogen 

concentration of groundwater rises in Kumamoto area. And, it is said that the ponding water project causes the nitrate 

nitrogen pollution of groundwater. Therefore the authors observed the nitrate nitrogen concentration of soils in the ponding 

water area and estimated quantity of nitrate nitrogen in seepage water afterward on field in the Middle-Shira River Area. As a 

result, it is considered that the possibility of the nitrate nitrogen pollution by the ponding water project is low. 
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１．はじめに 

熊本県は上水道水源の 80％以上を地下水に依存し、そ

の中でも熊本市を中心とした 11の市町村からなる熊本

地域は 100万人の住民が 100％地下水に依存している我

が国で最大の地下水利用地帯である。その地下水取水量

は自噴井戸を含むと平成 21年度（2009年度）で、約 1.73

億 m3、上水道用では、1.05億 m3にもなる。この地域の地

下水賦存量は年々低下してきており、30年以上にわたる

長期的観測データでは低落傾向を示し、地下水帯の最下

流部にあたる熊本市南部の江津湖の湧水量は、1960年ご

ろには約 10m3／s（日量 864,000m3）(1)あったものが、1990

年ごろには約 5.8m3/s（日量 500,000m3）、2005年には約

4.1m3/s（日量 350,000m3）と大幅に減少している。2003

年、ある企業が食堂で使用するコメを契約栽培し、さら

に、年間に使用する地下水と同量の地下水涵養を実施す

る「環境中立事業」を開始した。地下水涵養の方法は水

稲作付調整田（いわゆる減反田）が次の作物を植え付け

る前の空いた期間に水張を行うことによって地下への浸

透を促そうとするものである。著者が観測した水田の日 
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浸透速度は水田で観測した結果、8月で平均 100㎜/日に

達するものであった。2004年、熊本市がこの減反田での

水張り事業を開始した。この事業はその後 3企業が参加

し、現在では「湛水事業」と呼んでいる。この湛水事業

は、2004年当初、湛水面積で 186ha、推定涵養量約 920

万 m3であったものが徐々に増え、2012年には湛水面積

386ha、推定涵養量が約 2,000万 m3にもなっている。こ

のような大規模な地下水涵養を実施しているのは、わが

国でも例を見ない。その効果は地下水位の上昇と下流の

江津湖湧水量の上昇として表れているが、湛水田の面積

が頭打ちとなり、地下水位上昇、湧水量の上昇には歯止

めがかかっている。 

 一方、湛水を行っている圃場は湛水前に栽培されてい

た作物の取り入れ後に実施されるため、前の作物を耕作

しているときに畑に施した肥料が残留し、湛水を行うこ

とによって高い浸透性から、浸透した水と一緒に肥料、

特に硝酸性窒素が溶脱する懸念がある。特に、白川中流

域の水田が高い浸透能力を示しており、地表面を水で覆

って圃場の土壌中の酸素をなくす還元状態にする前に浸

透してしまうので、硝酸性窒素は還元状態で脱窒される

前に浸透水と一緒に地下に浸透し、地下水の硝酸性窒素
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汚染を引き起こす懸念が示されていた。 

 そこで、本研究では、白川中流域に展開されている淡

水事業の圃場において、湛水前後の土壌を深度 1mまで不

撹乱の状態で採取し、簡易土壌養分試験によって土壌中

に残留した窒素の変化を測定し、湛水事業によって溶脱

した窒素分が地下水の硝酸性窒素汚染に影響を与えてい

るかどうかを検証した。 

 

２．熊本地域の地質構造と地下水流動 

 

熊本地域の地質構造は、約 30万年前から始まる阿蘇山

の火山活動によって形成された火砕流堆積物と溶岩によ

って構成された地層によって構成されている。熊本地質

研究会は、2010年、それまでに蓄積されたボーリングデ

ータを用いて 1kmメッシュの断面図を作成した（2）。その

地質図は図－1 の南北と東西の断面線で作成されている。

これらのデータを基に図－1 で示した地下水流れ方向に

沿った断面図を図－2に示した。図-2で、熊本地域地下

水の帯水層となっているのは、4 回にわたる阿蘇山の火

砕流噴火による堆積物で古い順から ASO-1、ASO-2、ASO-3、

ASO-4 呼ばれる火砕流堆積物と砥川溶岩である。ASO-3

と ASO-4 の間に布田層と言われる粘土層が堆積し、帯水

層を 2 つに区分している。この図－2 に示しているよう

に、白川中流域は白川の流れによってそれまで堆積して

いた地層、火砕流堆積物の ASO-3、ASO-4が削り取られて

いる。そのため、白川中流域で浸透した水は直接 AS0-2

以下の深い第 2帯水層に直接地下水プールに入る。地下

水プールから流出した水は下流へと流れ、砥川溶岩に入

ると流速を増し、江津湖、嘉島周辺で地上に湧出する。

白川中流域農地は阿蘇火山が噴出した火山灰が降り積も

り、赤ボク・黒ボクといった有機質火山灰土が高い浸透

特性を持って分布している非常に有能な表土層を展開し、

熊本地域地下水の涵養地となっている。その浸透能力は

水田で干し上げ後、平均で 100mm/日、畑地では 

 

図－1 熊本地域平面図 

 

図－2 地下水流動方向の地質断面と地下水流れ 

 

図－3 布田層の分布 

 

100mm/hr.にも達する。 

 地下水を上下に二分する粘土層である布田層の分布を

図－3 に示す。この図を見るとわかるように、白川中流

域にはほとんど存在しない。また、山際や一部の高台に

も存在しない。したがって、布田層の存在しない場所で

は、地表面からの浸透水はすべて直接第二帯水層に浸入

することになる。 

 

３．熊本地域の地下水の状況と白川中流域の湛水事業 

 

3.1 熊本地域の地下水と江津湖湧水の状況 

熊本地域の地下水に関する調査は、熊本県・熊本市が

実施しているが、その調査結果による地下水流速分布は

図－4のようになっている（3）。図－4には、涵養地であ

る白川中流域に近い地下水位観測地点・菊陽と流出口で

ある江津湖に近い水前寺の地下水観測井の位置を示して

いる。熊本県が観測している菊陽と水前寺観測井の地下

水位の 2004年までの変化を図－5、図－6に示した。こ

の 2つの図で直線回帰をして地下水位低下状況を見ると

菊陽の地下水位は一日あたり 0.243mm、年簡に換算する 

と 8.7cmの低下、水前寺では、一日当り 0.021mm、年間

に換算すると 0.077cmの低下になった。 

地下水プール 

 
白川中流域農地 

 
 

砥川溶岩 

 

湧水（江津湖、嘉島） 

白川中流域 

地下水流 

白川 
江津湖 

地質断面線 
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図－4 熊本地域第二帯水層地下水流動と 

地下水位観測位置 

 

 

図－5 菊陽地点地下水位変化（2004年まで） 

 

 

図－6 水前寺地下水位変化（2004年まで） 

 

一方、熊本地域地下水流動の下流部に位置する江津湖

の湧水量は、2004年までに平均で 797m3/月、年間日量

9,567m3の湧水量が減少している。さらに、白川中流域の

水稲作付け調整率（いわゆる減反率）は熊本県の集計で 

 

図－7 江津湖湧水量の変化（2004年まで） 

 

 

図－8 白川中流域水稲作付け調整率の推移 

 

は図－8に示したように 40％代後半となっており、政府

の基準 30％の 1.5倍となっている。この背景には、コメ

価格の低下、農家の高齢化など種々の問題がある。しか

し、この水田減少は熊本地域にとって重要な地下水資源

の減少を促進させ、将来にわたる継続的な地下水利用に

黄色信号をともした。 

 

写真－1 湛水事業の様子 

 

3.2 白川中流域の湛水事業 

継続的な地下水位観測と江津湖の湧水量観測の結果、

熊本地域の地下水は長期低落傾向がはっきりと示された。

白川中流域 

白川 

有明海 

菊陽地下水位 

観測井 

水前寺地下水位 

観測井 

江津湖 
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その原因は熊本地域の最大の涵養地域である白川中流域

の水田地域の水稲耕作の減少、農地の減少にあることが

推定された。その結果を基に、熊本市は 2004年から白川

中流域の水稲作付け調整田（転作田）において、次の耕

作までに空いた期間に、農地に湛水をしてもらう湛水事

業を開始した。写真－1は湛水事業の様子を示したもの

である。この湛水事業には 4企業も参加し、農地土壌の

クリーニング、土壌中の害虫（線虫など）の駆除を目的

として実施した。その間の農地利用の推移を図－9に、

転作率(水田可能面積に対する転作田の割合)と湛水率

(水田可能面積に対する湛水田の割合) を図－10 に示す。

図－9と図－10を見ると分かるように、水田が可能な面

積(水田面積)は 9年間で減少傾向にあり、水稲作付面積

（水田にした面積）は大幅に減少、転作面積は大幅に上

昇し、転作した農地のうち、当初 1/6程度であった湛水

田の割合が 50％程度に上昇したが、2009年以降は伸び悩

んでいることがわかる。 

これらの情報と各地域の水田面積、中干し前後の水田

の日浸透速度を使って水田での涵養量を計算した。湛水 

田については 77地点にのぼる減水深試験結果を用いて

分布図を作成し、一筆地ごとの日浸透速度を求め、農家 

 

 

図－9 湛水事業の経過(各面積の推移) 

 

 
図－10 転作率、湛水率の推移 

 

 

が提出した湛水田の湛水記録から湛水田による涵養量を

計算した。その結果は、図－11に示すようであった。 

図－11から、水田の涵養量は 2004年 5,000万ｍ3あっ

たものが 2012年には 3,300万ｍ3まで落ち込んでいるこ

とがわかる。湛水事業による涵養量は 2004年、920万ｍ
3が 2008年に 2,000万ｍ3まで増加したが、その後は横ば

い状態になったことがわかる。その結果、地下水涵養量

は 2004年の 6,000万ｍ3から 2009年に 6,600万ｍ3まで

増えたが、その後は横ばいである。2012年の減少は 7月

12日の北部九州大洪水で白川中流域の農地が白川の氾

濫によって農地に濁水が入り耕地面積が減少したことに

由来する。また、2010年から飼料稲・飼料米が開始され

たことによる増加である。このように転作が大幅に進ん

だ原因はコメ価格の低落と減反政策の奨励によって米農

家の収入が減少したため、転作・湛水へ転換し、収入増

を図ったためと考えられる。しかし、2004年の転作率は

それまでの割合とほぼ等しいため（図－8参照）、湛水事

業による地下水涵養量は水田のみの場合に比べれば減少

していると考えられる。 

湛水事業開始後の地下水位の変化見ると、図－5、図－

6で低下していた地下水位は 2005年以降、図－12、図－

13のように若干増加傾向を示した。江津湖の湧水量の変

動は図－14のようになった。 

 

図－11 白川中流域地下水涵養量の推移 

 

 

図－12 菊陽地点地下水位変化（2012年まで） 
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 図－12、図－13 の地下水位の変化は 2005 年以降上昇

に転じている。その上昇率は菊陽観測井の地下水位で

0.555mm/日（20.3cm/年）、水前寺観測井の地下水位で

0.09mm/日（3.3 ㎝/年）であった。一方、江津湖の湧水

量は図－14に示したように、2005年以降 2007年まで上

昇傾向で、それ以降は横ばいになっている。これは降水

量の関係もあるが、白川中流域の湛水事業が伸び悩み、

限界に達しているともいえる。 

 

図－13 水前寺地下水位変化（2012年まで） 

 

 

図－14 江津湖湧水量の推移（2012年まで） 

 

 

図－15 統計解析による 1992年以降の水田、湛水田、降

雨の各要素による地下水上昇量 

 

 

図－16 地下水上昇期間における降雨と各要素の地下水

上昇量 

 

 一方、花尻らは菊陽地下水位、降水量、そして白川中

流域湛水事業のデータを用いて統計的手法によって湛水

事業による地下水変動の効果の評価を行った（4）。その手

法を 2011年までのデータに適用した結果、図－15、図－

16の結果を得た。図－15は、1992年から 2011年におけ

る各年の各要因別地下水位上昇高さを示している。降雨

による期間中の降雨によって激しく上下しているが、水

田による地下水位上昇高さは、1990 年代の 6m から徐々

に低下し、湛水事業が始まる 2004年には 4m付近まで低

下している。その後湛水事業が開始され、2008年には水

田と湛水事業による地下水位上昇高さは 6m 近くまで回

復している。湛水事業後の水田による地下水位上昇高さ

は 3.5～4m、湛水事業による地下水位上昇高さは 1.5～2m

と推定された。2011年は洪水による濁水が灌漑用水に入

り、水田や湛水田にマッドケーキが形成されて低下した。

図－16は横軸に地下水位上昇期間の降雨量、縦軸に各要

因の地下水位上昇高さで示したグラフである。この図か

ら、地下水位上昇期間の降雨量が 500㎜を下回ると降雨

による地下水位上昇がなくなることがわかる。湛水事業

により、水田の減少による地下水位上昇がある程度補充

されており、地下水位低下を防いでいることがわかるが、

湛水事業後、水田が急激に減少し、湛水田の地下水位上

昇への効果が減少していることも否定できない。各年の

総地下水涵養高さを計算すると、水田が約 7,500㎜（平

均湛水期間 110日）、湛水田が約 5,500㎜（平均湛水期間

53日）となり、水田の方が地下水涵養には有利なことが

わかったが、農家は経済的理由から転作し、湛水事業に

参加する選択を行い、白川中流域の湛水事業も限界にき

ていることがわかる。 
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４．熊本地域地下水の硝酸性窒素汚染 

 

近年、熊本地域地下水の硝酸性窒素濃度が上昇傾向にあ

ると言われている。その結果、熊本県・熊本市共に硝酸

性窒素の保全計画をまとめており、熊本県や熊本市のホ

ームページに公表されている。それらを引用すると、熊

本県が調査した平成16年(2004年)～平成18年(2006年)

の熊本地域の観測井戸の地下水に含まれる硝酸性窒素濃

度の分布は、図-17のようになっている(5)。また、熊本

市でも平成 20年に第二次熊本地域硝酸性窒素削減計画

を策定した(6)。その中に、熊本市東部の取水停止をした

水源井(宅磨 5号井戸)の観測結果が示されている。その

観測結果を図－18に示す。さらに、著者らが観測してい

る江津湖の湧水の硝酸性窒素の推移を図－19に示した。

湧水に含まれる硝酸性窒素の濃度は上昇傾向にあること

がわかる。これらの観測結果から、熊本地域地下水の硝

酸性窒素汚染は進行状況にあることがわかる。 

 

 
図－17 熊本地域の地下水に含まれる硝酸性窒素濃度 

 

 

図－18 熊本市東部水源井の硝酸性窒素濃度 

 

図－19 江津湖の湧水の硝酸性窒素濃度の推移 

 

５．白川中流域湛水事業の硝酸性窒素汚染への影響 

 

白川中流域で実施されている湛水事業は湛水前まで何

らかの作物を栽培し、その後、湛水して地下水涵養を促

進させる。湛水の目的は圃場直下の土壌の湛水によるク

リーニング、線虫などの土壌中に存在する害虫の駆除な

ど、営農上の目的を持っている。さらに、湛水によって

地下水が涵養される効果もある。湛水事業が開始され、

2012年で 9年が経過した。すでに述べたように、当初、

効果が上がり、地下水位、江津湖の湧水量も回復傾向に

あったが、湛水事業による地下水涵養量が上昇傾向に歯

止めがかかった現在、ほぼ横ばいになっている。しかし、

毎年、2,000万 m3もの地下水涵養ができているので、今

後とも継続する必要がある、 

 一方、湛水事業の継続を行っていく上で、懸念材料が

ある。それは、熊本地域地下水の硝酸性窒素濃度が上昇

傾向にある問題である。湛水前の営農によって圃場の土

壌中に残留した窒素が湛水によって速い速度で地下に浸

透するために地下水中に溶脱する懸念があることである。

そこで、湛水前後の圃場、深度 1mまでの土壌中の残留窒

素量を観測し、地下水への溶脱の状況について考察した。 

 湛水事業前の作物は種々にわたっている。通常、水田

の場合は湛水することによって、代掻き後は日浸透速度

も低く、土壌中が嫌気状態になるため脱窒作用が促進さ

れること、稲が大量の窒素を吸収するために圃場の土壌

中に残留する窒素はごく少ないと推定される。したがっ

て、湛水前の圃場が畑作の場合について調査した。また、

湛水田で浸透した水がどの程度の速さで浸透・溶脱する

かを観測するため、圃場に深度 50㎝（写真－2）と 100

㎝の採水井を設置し、定期的に採水し窒素濃度を測定し

た。ただ、100㎝の採水井では浸透水を採水できなかっ

た。圃場に設置した状況を図－20に、採水した水の窒素

濃度の変化を図－21に示す。観測結果では、灌漑水、表

面水、流出水ともに大きな変化は見られなかったが、50
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㎝採水井の窒素濃度は湛水初日に 4mg/Lを超える濃度が

見られたが、3日目には当初の 1/4、7日目には灌漑水な

ど他の水とほぼ同じ窒素濃度となり、早い速度で溶脱が

進んでいることがわかる。したがって、湛水田では、前

の作物収穫後に圃場内の土壌中に残留していた窒素はほ

ぼすべて溶脱すると考えられる。そこで、湛水事業を実

施している白川中流域の湛水前の作物を調査し、その各

作物の中の代表種を表－1のように決めて各圃場の湛水

前後の深度 1mまでの土壌を採土器によって不攪乱の状

態で採取し（写真－3）、一週間の室内放置によって表面

乾燥状態にした試料を用いて簡易土壌養分分析法（7）によ

って土壌中の窒素分を測定し、深度 1mまでの単位面積当

たりの窒素量を求めた。分析は、現地でも測定できるデ 

 

50cm

採水井

流出水

灌漑水

浸透水

表面水

50㎝

50cm

採水井

流出水

灌漑水

浸透水

表面水

50㎝

 

図－20 湛水田の採水の状況 

 

 

写真－2 50㎝採水井 

 

 
図－21 湛水開始後の各水の窒素濃度の変化 

 

表－1 湛水前作物と代表種 

分類 作物種 代表種

飼料作物

ソルゴ、緑肥、ﾚﾝｹﾞ、トウ
モロコシ、イタリアン、ニ
シアオバ、ローズグラ
ス」、牧草

イタリアン

果物 メロン、イチゴ メロン

雑穀類
ソバ、菜種、小麦、花、ひ
まわり、

小麦

根菜類
甘藷、ゴボウ、サトイモ、
ジャガイモ、人参、大根

人参

野菜類

南瓜、キャベツ、小松
菜、高菜、タバコ、玉ね
ぎ、スイートコーン、ニン
ニク、ネギ、ピーマン、ブ
ロッコリー、ほうれん草

スイートコーン

 

 

 

写真－3 採土器による採土とカラム 

 

 

図－22 採土地点 

 

ジタルパックテスト（株式会社共立理化学研究所）によ

って行った。調査地点は図－22に示す 15地点である。

これらの結果から各代表種の圃場の湛水による窒素溶脱
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量を推定した。なお、この解析では 2011年の湛水事業の

データを用いて行った。 

 図－23～27は各代表種が収穫され、湛水が実施された

圃場の湛水前後の震度 1mまでの簡易土壌養分分析法に

よる窒素濃度の分布である。ここでは、アンモニア性窒

素、亜硝酸性窒素の濃度は少ないが硝酸性窒素との合計

量を求め、窒素濃度としている。 

 図-23～27で小麦やスイートコーンのように湛水後に

地表面付近に窒素が集積する場合が見られた。これは湛

水期間が一か月を超え、圃場面に珪藻や水生植物が発生

し、湛水終了後に干し上げる形になるため、表面付近に

窒素集積が発生した為と考えられ 

 

図－23 湛水前の窒素濃度分布(イタリアン) 

 

図－24 湛水前後の窒素濃度分布(メロン) 

 

 
図－25 湛水前後の窒素濃度分布(小麦) 

 

図－26 湛水前後の窒素濃度分布(人参) 

 

図－27 湛水前後の窒素濃度分布(スイートコーン) 

 

表－2 各代表種の単位面積当たりの溶脱量 

分類 代表種 単位面積当たりの

溶脱量(kg/m2) 

飼料作物 イタリアン 0.01322 

果物 メロン 0.00340 

雑穀類 小麦 0.00016 

根菜類 人参 0.00133 

野菜類 スイートコーン 0.00026 

 

 る。したがって、深度 30㎝までのデータを使用せず、

30㎝より深い部分の土壌中の窒素を対象として窒素量

を計算し、窒素溶脱量の計算を行う。また、図－23の飼

料作物であるイタリアンは耕起を行わなかったため、湛

水しても圃場に水が溜まることなく湛水期間が終了した。

そのため、湛水後の観測ができなかった。そこで、他の

代表種の湛水後、圃場の 30㎝～100㎝の窒素量を計算し

てみると、一か月以上経過した圃場下部の窒素量はほと

んど変わらなかったことからイタリアンの圃場でも同様

とし、平均値を用いて計算することとした。このように

して計算した湛水田の湛水前後で溶脱した単位面積当た

りの窒素の量は表－2のようになった。 

 湛水田からの浸透によって溶脱した窒素の量と浸透水
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表－3 全窒素溶脱量、浸透水の窒素濃度の計算結果 

 

に含まれる窒素濃度の計算を行う。2011年の湛水事業の

データを使用する。湛水事業を開始するに当たり各圃場

の一筆地ごとの日浸透高さが求められているので各圃場

の面積と日浸透高さ、湛水した日数などのデータから、

分類ごとの面積、涵養量を求めることができる。全窒素

の溶脱量は湛水面積に湛面積当たりの窒素溶脱量を掛け

れば、全窒素溶脱量が計算される。この全窒素溶脱量を

涵養量で割ることによって窒素濃度が計算される。表－3

はこれらの計算を行った結果である。表－3 の結果を見

ると分かるように、根菜類、雑穀類、野菜類の窒素濃度

は灌漑水の窒素濃度が図－21から0.5mg/L程度であるか

ら、灌漑水より低く、負荷量としても低いと考えられる。

果物類は 1.23mg/Lとやや高く、飼料作物は 3.48mg/Lと

最も高い値になっている。これらの作物は与える肥料が

多いため窒素負荷も高くなっていると考えられる。しか

し、合計の窒素濃度は 0.68mg/Lとそれほど高い値ではな

く、湛水事業による硝酸性窒素汚染の程度は低いと考え

られる。これは、全窒素溶脱量が約 13,000㎏に対する涵

養量が約 2,000万 m3と多いことが原因である。10a当た

りの窒素溶脱量を分類ごとにみると、最も高いのが飼料

作物で 132.2㎏/10a、果物類が 34kg/10a、次に根菜類で

13.3kg/10a、平均で 38.6kg/10aとなっている。雑穀類や

野菜類の窒素濃度が灌漑水の濃度よりも低く、負荷量と

しても低いことが考えられる。したがって、湛水事業に

よる窒素汚染の可能性は低いことがうかがえる。もし同

じ条件ならば、浸透量の少ない畑作による窒素汚染の可

能性が高いと考えられる。 

 

６．結論 

 

本研究では、熊本地域白川中流域の農地で実施されて

いる湛水事業による硝酸性窒素汚染の負荷を検討するた

めに、湛水事業による地下水涵養効果について過去の研

究実績を基に説明し、湛水事業に参加している農家から

の湛水実施状況報告書、過去に実施した湛水田の一筆地

ごとの日浸透速度を用いて涵養量を推定した。そして、

15 の湛水田で深度 1m までの不攪乱土壌の採取し、湛水

前の作物種別に簡易土壌養分分析試験により測定した湛

水前後の圃場直下の窒素の残留量と涵養量によって湛水

事業による窒素溶脱が地下水の硝酸性窒素汚染に影響し

ているかどうかを検証した。その結果、飼料作物や果物

類は軽微ではあるが影響を及ぼす可能性があるが、雑穀

類、根菜類、野菜類の窒素濃度が灌漑水の濃度よりも低

く、負荷量としても低いことが考えられる。また、全体

で見ると、全窒素溶脱量が多量の涵養量によって希釈さ

れ、湛水事業による硝酸性窒素汚染への負荷はごく軽微

であるという結論を得た。地下水の硝酸性窒素汚染の主

たる部分は、単位面積当たりの涵養量が少ない畑作によ

る可能性が高いことが推測される。 
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